
 
 
 
 
２０２５／１０／２７　１５：０７　現在の情報です。 
　 
　東京都千代田区神田三崎町三丁目６番１２号神田三崎町ビル４階 
　株式会社ｉｎｄｅｎｔ 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃会社法人等番号　│　０２１０－０１－０６８３９４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃商　号　　　　　│　株式会社ｉｎｄｅｎｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃本　店　　　　　│　東京都千代田区神田三崎町三丁目６番１２号神　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　田三崎町ビル４階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃公告をする方法　│　電子公告により行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ｈｔｔｐｓ：／／ｋ．ｓｅｃｕｒｅ．ｆｒｅｅ　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ｅ．ｃｏ．ｊｐ／ｃｏｍｐａｎｉｅｓ／１６７　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４８４／ａｎｎｏｕｎｃｅｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ただし、事故その他やむを得ない事由によって　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　電子公告による公告をすることができない場合　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　は、官報に掲載する方法により行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃会社成立の年月日│　令和１年１０月８日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃目　的　　　　　│　　（１）コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　設計、製造、販売、保守、リース、賃貸及び輸出入並びにこれらに関　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　するコンサルティング業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）音声及び映像のソフトウェアの企画、制作、販売並びに賃貸　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）インターネット等の通信ネットワーク及び電子技術を利用した各種情　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　報提供サービス並びに情報収集サービス　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）情報の収集、分析、管理及び処理サービス業、情報提供サービス業並　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　びに情報処理に関する研究及び開発　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）電子出版物の制作、販売及び仲介　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（６）書籍の企画、編集、製作、出版及び販売事業　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（７）広告代理業及び各種の宣伝に関する業務　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（８）アウトソーシング事業の受託及び請負　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（９）人材の育成、職業適性、能力開発のための教育及びカウンセリング業　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１０）高校、大学、専門学校等への進学に関する情報の提供及び生徒、学生　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の募集に関するコンサルティング業務　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１１）研修、セミナー、講演会、講習会等の各種催事の企画、立案、実施、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　運営及びそれらに関するコンサルティング業務　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１２）各種イベントの企画及び運営の請負　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１３）映画、コンサート、演劇、スポーツ、イベント等の各種催物チケット　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１４）パンフレット、キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　人物、動物等の画像を付したもの）の販売　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１５）ＣＤ、ＤＶＤ、ミュージックテープ、ビデオ等の原盤及びその他の企　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　画、制作、販売、輸出入並びに賃貸　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１６）学習教室の経営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１７）飲食店及び喫茶店の経営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１８）賃貸別荘、貸ビル、旅館、ホテルその他宿泊施設の経営　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１９）不動産の売買、賃貸借、管理、仲介、保有並びに運用　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２０）日用雑貨及び服飾雑貨の販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２１）衣料品、衣料雑貨品、装身具、鞄、時計及び文房具の企画、製作並び　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２２）事務用品の販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２３）古物営業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２４）生活用品、食料品等の移動販売事業　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２５）前各号に附帯関連する一切の事業　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃発行可能株式総数│　１０万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　１０万４０００株　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１２月２５日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　１月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　１０万４５００株　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　３月３１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　４月１４日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃発行済株式の総数│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃並びに種類及び数│　　　２万４５７６株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　各種の株式の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　　１万５７８６株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　　　　３７３１株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｂ種優先株式　　　　５０５９株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１２月２７日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　２万７６９１株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　各種の株式の数　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　１万５７８６株　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　３７３１株　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｂ種優先株式　５０５９株　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ種優先株式　３１１５株　　　　　　　　│令和　７年　１月　７日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃資本金の額　　　│　金２億６９７７万４０４４円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金１億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　３月２２日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　４月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金３億５００３万３２６３円　　　　　　　　　│令和　６年１２月２７日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　１月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金１億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　９月２５日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年１０月　１日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃発行可能種類株式│　普通株式　　　８万９０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃総数及び発行する│　Ａ種優先株式　　　５０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃各種類の株式の内│　Ｂ種優先株式　　　６０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃容　　　　　　　│　１．残余財産の分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対し、同順位にて、Ａ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）及び　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ｂ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　優先株式１株につき７５，１２４円（但し、Ｂ種優先株式につき、株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の分割、株式の併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　らに類する事由があったときは、当会社の取締役会決議（取締役会設置　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　会社でない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）により適切　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　に調整されるものとし、以下「Ｂ種優先株式残余財産分配額」という。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）前項による分配の後なお残余財産がある場合には、Ａ種優先株主又はＡ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種優先登録株式質権者に対し、Ｂ種優先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　３４，８４１円（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれらに類する事由があっ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　たときは、当会社の取締役会決議（取締役会設置会社でない場合には、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取締役の過半数の決定を意味する。）により適切に調整されるものとし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以下「Ａ種優先株式残余財産分配額」という。）を支払う。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）前２項による分配の後、普通株主又は普通登録株式質権者に対して残余　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　財産の分配をするときは、Ｂ種優先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者は、残余財産の分配を受ける。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　この場合、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者はＢ種優先株式残　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　余財産分配額に加え、当該分配が行われる日において、Ａ種優先株主、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ａ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　て、Ｂ種優先株式が「２．株式を対価とする取得請求権」に基づき当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　社に取得され、普通株式が交付されたと仮定した場合に交付される数の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　普通株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受けるもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　とし、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者はＡ種優先株式残余財　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　産分配額に加え、当該分配が行われる日において、Ｂ種優先株主、Ｂ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ａ種優先株式が「２．株式を対価とする取得請求権」に基づき当会社に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得され、普通株式が交付されたと仮定した場合に交付される数の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受けるものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．株式を対価とする取得請求権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１．Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対して、その有するＡ種優先株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　社は、Ａ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　換えに、下記（１）に定めるところに従って算出される数の当会社の普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）取得と引換えに交付すべき普通株式の数　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ア）Ａ種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、次　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　Ａ種優先株主が取得の請求をした　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　Ａ種優先株式の払込金額の総額　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　取得と引換えに交付　＝　───────────────　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　すべき普通株式の数　　　　　　　　取得価額　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（イ）取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があると　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　きは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　６７条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）取得価額及びＡ種優先株式の１株当たりの払込金額は、当初、金３４，　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　８４１円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）取得価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　を調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ア）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　済普通株式数（但し、その時点での当会社が保有する普通株式（以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　「自己株式」という。）の数を除く。）」と、「分割後発行済普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点での自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式の数を除く。）」とそれぞれ読み替える。また、この場合Ａ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同様に調整されるもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割前発行済普通株式数　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×───────────　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後取得価額は、株式の分割の場合には株式の分割にかかる基準日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の翌日以降、また、株式無償割当ての場合は株式無償割当ての効力が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　生ずる日をもって（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　該基準日の翌日以降）、これを適用する。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　をもって（株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　日以降）、次の算式により取得価額を調整する。また、この場合Ａ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同様に調整されるも　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合前発行済普通株式数　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×───────────　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ウ）調整前取得価額を下回る１株当たりの払込金額をもって普通株式を発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行又は処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たものを含む。以下本（３）において同じ。）の行使又は取得による　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　り取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、株主への割当てに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　かかる基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　）の翌日以降これを適用する。なお、自己株式を処分する場合には、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　次の算式における「新規発行普通株式数」は「処分する自己株式の数」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　と、「自己株式数」は「処分前における自己株式の数」とそれぞれ読　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　み替える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整　　調整前　　（既発行普通株式数　＋　―――――――――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　後取　　取得　　　　－自己株式数）　　　　　調整前取得価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　得価額＝価額　×────────────────────――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取得価額調整式における「既発行普通株式数」の算出上、その時点に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　おいて発行され当会社が保有していない当会社に取得をさせることに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　より又は当会社に取得されることにより普通株式の交付を受けること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ができる株式は全て普通株式に転換されたものと仮定し、その時点に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　おいて発行され当会社が保有していない新株予約権は全て行使され又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は取得されて普通株式が発行されたものと仮定し、それぞれ既発行普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　通株式数に算入されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ただし、本（ウ）による取得価額の調整は、Ａ種優先株式の発行済株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式数の過半数を保有するＡ種優先株主（複数のＡ種優先株主が保有す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るＡ種優先株式の数が過半数となる場合を含む。）がかかる調整を不　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　要とした場合には調整は行われない。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（エ）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整前取得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けるこ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とができる普通株式以外の株式を発行又は処分する場合（株式無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当ての場合を含む。）、かかる普通株式以外の株式の払込期日（払込　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本（エ）において　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本（エ）に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　おいて同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付された　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ものとみなし、取得価額調整式において「１株当たりの払込金額」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　してかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なお、本（エ）における負担価額とは、当該普通株式以外の株式の１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株当たりの払込金額及び当該普通株式以外の株式を取得させ又は取得　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　される際に交付される普通株式１株当たりの当該株式の株主が負担す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　べき金額（但し、株主が負担すべき金額が条件によって複数想定され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計額をいう。調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の翌日以降、これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（オ）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けることができる　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割当ての場合を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　含む。以下本（オ）において同じ。）、かかる新株予約権の割当日に、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本（オ）に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　おいて同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　処分される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　後取得価額とする。なお、本（オ）における負担価額とは、普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　１株当たりの当該新株予約権の払込金額及び当該新株予約権を行使し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　又は取得される際に交付される普通株式１株当たりの当該新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権者が負担すべき金額（但し、当該金額が条件によって複　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　数想定される場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　をいう。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　た株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本（オ）による取得価額の調整は、従業員、役員等、又は外部協力者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のインセンティブを目的として行う新株予約権の発行又は処分であっ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、発行又は処分の直後の時点における全ての新株予約権（当該発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　又は処分を行う新株予約権及び既存の当該インセンティブを目的とし　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない新株予約権も含む。）の目的となる株式の合計数が発行済株式総　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　数の１０％以内の株式となる新株予約権を発行又は処分する場合には　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　適用されないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②　上記①に掲げた事由による他、下記（ア）から（ウ）までのいずれかに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　該当する場合には、当会社は、取締役会決議（取締役会設置会社でない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に基づき、Ａ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　主及びＡ種優先登録株式質権者に対し、書面で通知することにより、取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　得価額及びＡ種優先株式の１株当たりの払込金額の双方又はいずれかの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整を適切に行うことができるものとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ア）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために取得価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（イ）前（ア）の他、普通株式の発行済株式の総数（但し、自己株式の数を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ウ）上記①（エ）及び（オ）に定める株式又は新株予約権につき、普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式の交付を受ける可能性のある期間が終了した場合。但し、当該株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　又は新株予約権の全部について、普通株式の交付を受ける事由が発生　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　した場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③　取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満少数第２位まで　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　算出し、その少数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　④　取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　価額との差額が１円未満の差にとどまるときは、取得価額の調整は行わ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２．Ｂ種優先株主は、いつでも、当会社に対して、その有するＢ種優先株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　社は、Ｂ種優先株主が取得の請求をしたＢ種優先株式を取得するのと引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　換えに、下記（１）に定めるところに従って算出される数の当会社の普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　通株式を、当該Ｂ種優先株主に対して交付するものとする。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）取得と引換えに交付すべき普通株式の数　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ア）Ｂ種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、次の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　とおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ種優先株主が取得の請求をした　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ種優先株式の払込金額の総額　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　取得と引換えに交付　＝　───────────────　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　すべき普通株式の数　　　　　　　　取得価額　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（イ）取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるとき　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　は、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第１６７　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）取得価額及びＢ種優先株式の１株当たりの払込金額は、当初、金７５，　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　１２４円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）取得価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　を調整する。（ア）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　割当て前発行済普通株式数（但し、その時点での当会社が保有する普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株式（以下「自己株式」という。）の数を除く。）」と、「分割後発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の自己株式の数を除く。）」とそれぞれ読み替える。また、この場合Ｂ　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　種優先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同様に調整されるも　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　のとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割前発行済普通株式数　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×───────────　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後取得価額は、株式の分割の場合には株式の分割にかかる基準日の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　翌日以降、また、株式無償割当ての場合は株式無償割当ての効力が生ず　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る日をもって（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　日の翌日以降）、これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　もって（株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　降）、次の算式により取得価額を調整する。また、この場合Ｂ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同様に調整されるものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合前発行済普通株式数　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×───────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ウ）調整前取得価額を下回る１株当たりの払込金額をもって普通株式を発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　又は処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　を含む。以下本（３）において同じ。）の行使又は取得による場合又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　払込期間の最終日）の翌日以降、株主への割当てにかかる基準日を定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　た場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　適用する。なお、自己株式を処分する場合には、次の算式における「新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　規発行普通株式数」は「処分する自己株式の数」と、「自己株式数」は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　「処分前における自己株式の数」とそれぞれ読み替える。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整　　調整前　　（既発行普通株式数　＋　―――――――――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　後取　　取得　　　　－自己株式数）　　　　　調整前取得価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　得価額＝価額　×────────────────────――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得価額調整式における「既発行普通株式数」の算出上、その時点にお　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　いて発行され当会社が保有していない当会社に取得をさせることにより　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　又は当会社に取得されることにより普通株式の交付を受けることができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る株式は全て普通株式に転換されたものと仮定し、その時点において発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行され当会社が保有していない新株予約権は全て行使され又は取得され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　て普通株式が発行されたものと仮定し、それぞれ既発行普通株式数に算　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　入されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ただし、本（ウ）による取得価額の調整は、Ｂ種優先株式の発行済株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　数の過半数を保有するＢ種優先株主（複数のＢ種優先株主が保有するＢ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種優先株式の数が過半数となる場合を含む。）がかかる調整を不要とし　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　た場合には調整は行われない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（エ）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整前取得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ができる普通株式以外の株式を発行又は処分する場合（株式無償割当て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の場合を含む。）、かかる普通株式以外の株式の払込期日（払込期間を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本（エ）において同じ。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　かかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本（エ）において同じ。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　価額調整式において「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　して計算される額を、調整後取得価額とする。なお、本（エ）における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　負担価額とは、当該普通株式以外の株式の１株当たりの払込金額及び当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　該普通株式以外の株式を取得させ又は取得される際に交付される普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　式１株当たりの当該株式の株主が負担すべき金額（但し、株主が負担す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　べき金額が条件によって複数想定される場合には、そのうちの最も低い　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　金額とする。）の合計額をいう。調整後取得価額は、払込期日の翌日以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（オ）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以下本（オ）において同じ。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　にかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本（オ）において同じ。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　たものとみなし、取得価額調整式において「１株当たりの払込金額」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　してかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。な　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　お、本（オ）における負担価額とは、普通株式１株当たりの当該新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権の払込金額及び当該新株予約権を行使し又は取得される際に交付さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　れる普通株式１株当たりの当該新株予約権の新株予約権者が負担すべき　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　金額（但し、当該金額が条件によって複数想定される場合には、そのう　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　ちの最も低い金額とする。）の合計額をいう。調整後取得価額は、かか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以降、これを適用する。但し、本（オ）による取得価額の調整は、従業　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　員、役員等、又は外部協力者のインセンティブを目的として行う新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権の発行又は処分であって、発行又は処分の直後の時点における全て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の新株予約権（当該発行又は処分を行う新株予約権及び既存の当該イン　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　センティブを目的としない新株予約権も含む。）の目的となる株式の合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　計数が発行済株式総数の１０％以内の株式となる新株予約権を発行又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　処分する場合には適用されないものとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②　上記①に掲げた事由による他、下記（ア）から（ウ）までのいずれかに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　該当する場合には、当会社は、取締役会決議（取締役会設置会社でない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に基づき、Ｂ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　主及びＢ種優先登録株式質権者に対し、書面で通知することにより、取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　得価額及びＢ種優先株式の１株当たりの払込金額の双方又はいずれかの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整を適切に行うことができるものとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ア）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために取得価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（イ）前（ア）の他、普通株式の発行済株式の総数（但し、自己株式の数を除　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ウ）上記①（エ）及び（オ）に定める株式又は新株予約権につき、普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の交付を受ける可能性のある期間が終了した場合。但し、当該株式又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　新株予約権の全部について、普通株式の交付を受ける事由が発生した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③　取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満少数第２位まで　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　算出し、その少数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　④　取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　価額との差額が１円未満の差にとどまるときは、取得価額の調整は行わ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３．普通株式の交付と引換えにする取得条項　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１．当会社は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、取締役会（取締　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　役会設置会社でない場合には株主総会を意味する。以下本条において同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　じ。）の定める日をもって、「２．株式を対価とする取得請求権」に定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　める条件に従って、発行済のＡ種優先株式の全部を取得し、引換えにＡ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種優先株主に対し当会社の普通株式を交付することができる。なお、Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種優先株主に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合の処理については、会社法第２３４条の定めに従うものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社の株式を、国内国外を問わず、金融商品取引所又はこれに類する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ものに上場申請することを当会社の取締役会で決議した場合において、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けたとき。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）発行済のＡ種優先株式の過半数を有するＡ種優先株主（Ａ種優先株主の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合計で過半数を有する場合を含む。）が書面により同意したとき。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２．当会社は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、取締役会の定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る日をもって、「２．株式を対価とする取得請求権」に定める条件に従　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　って、発行済のＢ種優先株式の全部を取得し、引換えにＢ種優先株主に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　対し当会社の普通株式を交付することができる。なお、Ｂ種優先株主に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　交付される普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合の処理につ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　いては、会社法第２３４条の定めに従うものとする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当会社の株式を、国内国外を問わず、金融商品取引所又はこれに類する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ものに上場申請することを当会社の取締役会で決議した場合において、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けたとき。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）発行済のＢ種優先株式の過半数を有するＢ種優先株主（Ｂ種優先株主の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合計で過半数を有する場合を含む。）が書面により同意したとき。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４．種類株主総会決議の排除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社が会社法第３２２条第１項各号に掲げる行為を行う場合において、法令　┃ 
┃　　　　　　　　│　に別段の定めのある場合を除き、当会社は、法令に定める種類株主総会の決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　を要しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　普通株式　８万９０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株式　５０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｂ種優先株式　６０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｃ種優先株式　４０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅰ．残余財産の分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　当会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株式を有する株主（以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対し、Ｂ種優先株式を有する株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）、Ａ種優先株式を有する株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）及び普通株式を有する株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき１６０，┃ 
┃　　　　　　　　│　　　５３５円（但し、Ｃ種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、株式無　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　償割当て、新株予約権無償割当て又はこれらに類する事由があったときは、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当会社の取締役会決議（取締役会設置会社でない場合には、取締役の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　数の決定を意味する。）により適切に調整されるものとし、以下「Ｃ種優　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　先株式残余財産分配額」という。）を支払う。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　前項による分配の後なお残余財産がある場合には、Ｂ種優先株主又はＢ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　優先登録株式質権者に対し、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　種優先株主、Ａ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、７５，１２４円（但し、Ｂ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て、新株予約権無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当て又はこれらに類する事由があったときは、当会社の取締役会決議（取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会設置会社でない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　より適切に調整されるものとし、以下「Ｂ種優先株式残余財産分配額」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　いう。）を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　前項による分配の後なお残余財産がある場合には、Ａ種優先株主又はＡ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　優先登録株式質権者に対し、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ｂ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　種優先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、３４，８４１円（但し、Ａ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て、新株予約権無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当て又はこれらに類する事由があったときは、当会社の取締役会決議（取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会設置会社でない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　より適切に調整されるものとし、以下「Ａ種優先株式残余財産分配額」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　いう。）を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４　前３項による分配の後、普通株主又は普通登録株式質権者に対して残余財　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　産の分配をするときは、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ｂ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権者は、残余財産の分配を受ける。この場合、Ｃ種優先株主又はＣ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　登録株式質権者はＣ種優先株式残余財産分配額に加え、当該分配が行われ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日において、Ｂ種優先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、Ａ種優先株主、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ種優先株式が「Ⅱ．株式を対価とする取得請求権」に基づき当会社に取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　得され、普通株式が交付されたと仮定した場合に交付される数の普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に対する残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受けるものとし、Ｂ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　優先株主又はＢ種優先登録株式質権者はＢ種優先株式残余財産分配額に加　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　え、当該分配が行われる日において、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権者、Ａ種優先株主、Ａ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式質権者と同順位にて、Ｂ種優先株式が「Ⅱ．株式を対価とする取得請求　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権」に基づき当会社に取得され、普通株式が交付されたと仮定した場合に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　交付される数の普通株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産の分配　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　を受けるものとし、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者はＡ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　株式残余財産分配額に加え、当該分配が行われる日において、Ｃ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、Ａ種優先株式が「Ⅱ．株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式を対価とする取得請求権」に基づき当会社に取得され、普通株式が交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　されたと仮定した場合に交付される数の普通株式に対する残余財産分配額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　と同額の残余財産の分配を受けるものとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅱ．株式を対価とする取得請求権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対して、その有するＡ種優先株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換えに、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　下記（１）に定めるところに従って算出される数の当会社の普通株式を、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）取得と引換えに交付すべき普通株式の数　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ア）Ａ種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　次のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ種優先株主が取得の請求をした　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得と引換えに交付　　　Ａ種優先株式の払込金額の総額　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　すべき普通株式の数　＝　───────────────　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得価額　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（イ）取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　第１６７条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）取得価額及びＡ種優先株式の１株当たりの払込金額は、当初、金３４，┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　８４１円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）取得価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ア）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　発行済普通株式数（但し、その時点での当会社が保有する普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（以下「自己株式」という。）の数を除く。）」と、「分割後発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　点での自己株式の数を除く。）」とそれぞれ読み替える。また、こ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の場合Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同様に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割前発行済普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×───────────　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後取得価額は、株式の分割の場合には株式の分割にかかる基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日の翌日以降、また、株式無償割当ての場合は株式無償割当ての効　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　力が生ずる日をもって（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　合は当該基準日の翌日以降）、これを適用する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日をもって（株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基準日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の翌日以降）、次の算式により取得価額を調整する。また、この場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　合Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同様に調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合前発行済普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ウ）調整前取得価額を下回る１株当たりの払込金額をもって普通株式を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　付されたものを含む。以下本（３）において同じ。）の行使又は取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　得による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　いう。）により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日（以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式を処分する場合には、次の算式における「新規発行普通株式数」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は「処分する自己株式の数」と、「自己株式数」は「処分前におけ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る自己株式の数」とそれぞれ読み替える。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１株当たりの払込金額　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後　調整前　（既発行普通株式数　＋　──────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得　　取得　　　－自己株式数）　　　　　調整前取得価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　価額　＝価額　×───────────────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　取得価額調整式における「既発行普通株式数」の算出上、その時点　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　において発行され当会社が保有していない当会社に取得をさせるこ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　とにより又は当会社に取得されることにより普通株式の交付を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ることができる株式は全て普通株式に転換されたものと仮定し、そ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の時点において発行され当会社が保有していない新株予約権は全て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使され又は取得されて普通株式が発行されたものと仮定し、それ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ぞれ既発行普通株式数に算入されるものとする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ただし、本（ウ）による取得価額の調整は、Ａ種優先株式の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式数の過半数を保有するＡ種優先株主（複数のＡ種優先株主が保　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　有するＡ種優先株式の数が過半数となる場合を含む。）がかかる調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　整を不要とした場合には調整は行われない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（エ）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることによ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　り、調整前取得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　けることができる普通株式以外の株式を発行又は処分する場合（株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式無償割当ての場合を含む。）、かかる普通株式以外の株式の払込　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（エ）において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日。以下本（エ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　れ普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額を、調整後取得価額とする。なお、本（エ）における負担価額と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は、当該普通株式以外の株式の１株当たりの払込金額及び当該普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式以外の株式を取得させ又は取得される際に交付される普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　１株当たりの当該株式の株主が負担すべき金額（但し、株主が負担　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　すべき金額が条件によって複数想定される場合には、そのうちの最　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　も低い金額とする。）の合計額をいう。調整後取得価額は、払込期　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（オ）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けることがで　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　きる新株予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割当ての　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　場合を含む。以下本（オ）において同じ。）、かかる新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　以下本（オ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の日に、発行又は処分される新株予約権全てが当初の条件で行使さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　れ又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　整式において「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　て計算される額を、調整後取得価額とする。なお、本（オ）におけ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る負担価額とは、普通株式１株当たりの当該新株予約権の払込金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　及び当該新株予約権を行使し又は取得される際に交付される普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式１株当たりの当該新株予約権の新株予約権者が負担すべき金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（但し、当該金額が条件によって複数想定される場合には、そのう　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ちの最も低い金額とする。）の合計額をいう。調整後取得価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　にはその翌日以降、これを適用する。但し、本（オ）による取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の調整は、従業員、役員等、又は外部協力者のインセンティブを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　目的として行う新株予約権の発行又は処分であって、発行又は処分　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の直後の時点における全ての新株予約権（当該発行又は処分を行う　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　新株予約権及び既存の当該インセンティブを目的としない新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　権も含む。）の目的となる株式の合計数が発行済株式総数の１０％　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　以内の株式となる新株予約権を発行又は処分する場合には適用され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　上記①に掲げた事由による他、下記（ア）から（ウ）までのいずれか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に該当する場合には、当会社は、取締役会決議（取締役会設置会社で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に基づき、Ａ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対し、書面で通知することに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　より、取得価額及びＡ種優先株式の１株当たりの払込金額の双方又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いずれかの調整を適切に行うことができるものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ア）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（イ）前（ア）の他、普通株式の発行済株式の総数（但し、自己株式の数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　得価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ウ）上記①（エ）及び（オ）に定める株式又は新株予約権につき、普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式の交付を受ける可能性のある期間が終了した場合。但し、当該　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式又は新株予約権の全部について、普通株式の交付を受ける事由　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　が発生した場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で算出し、その小数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④　取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得価額との差額が１円未満の差にとどまるときは、取得価額の調整は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行わないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　Ｂ種優先株主は、いつでも、当会社に対して、その有するＢ種優先株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｂ種優先株主が取得の請求をしたＢ種優先株式を取得するのと引換えに、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　下記（１）に定めるところに従って算出される数の当会社の普通株式を、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当該Ｂ種優先株主に対して交付するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）取得と引換えに交付すべき普通株式の数　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ア）Ｂ種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　次のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ種優先株主が取得の請求をした　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得と引換えに交付　　Ｂ種優先株式の払込金額の総額　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　すべき普通株式の数　＝───────────────　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得価額　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（イ）取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　第１６７条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）取得価額及びＢ種優先株式の１株当たりの払込金額は、当初、金７５，┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　１２４円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）取得価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　割当て前発行済普通株式数（但し、その時点での当会社が保有す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る普通株式（以下「自己株式」という。）の数を除く。）」と、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（但し、その時点での自己株式の数を除く。）」とそれぞれ読み　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　替える。また、この場合Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額も、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　取得価額と同様に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　調整後取得価額は、株式の分割の場合には株式の分割にかかる基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　準日の翌日以降、また、株式無償割当ての場合は株式無償割当て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の効力が生ずる日をもって（株式無償割当てにかかる基準日を定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　めた場合は当該基準日の翌日以降）、これを適用する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ず　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る日をもって（株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　準日の翌日以降）、次の算式により取得価額を調整する。また、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　この場合Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　様に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ウ）調整前取得価額を下回る１株当たりの払込金額をもって普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　社債に付されたものを含む。以下本（３）において同じ。）の行　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　使又は取得による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　り普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額調整式」という。）により取得価額を調整する。調整後取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日）の翌日以降、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用する。なお、自己株式を処分する場合には、次の算式における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　「新規発行普通株式数」は「処分する自己株式の数」と、「自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　株式数」は「処分前における自己株式の数」とそれぞれ読み替え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後　調整前　　（既発行普通株式数　＋　───────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　取得　　取得　　　　－自己株式数）　　　　　調整前取得価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　価額　＝価額　×─────────────────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　取得価額調整式における「既発行普通株式数」の算出上、その時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　点において発行され当会社が保有していない当会社に取得をさせ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ることにより又は当会社に取得されることにより普通株式の交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を受けることができる株式は全て普通株式に転換されたものと仮　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　定し、その時点において発行され当会社が保有していない新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　約権は全て行使され又は取得されて普通株式が発行されたものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　仮定し、それぞれ既発行普通株式数に算入されるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ただし、本（ウ）による取得価額の調整は、Ｂ種優先株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　済株式数の過半数を保有するＢ種優先株主（複数のＢ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　が保有するＢ種優先株式の数が過半数となる場合を含む。）がか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　かる調整を不要とした場合には調整は行われない。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（エ）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　より、調整前取得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を受けることができる普通株式以外の株式を発行又は処分する場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる普通株式以外の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　以下本（エ）において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　は当該基準日。以下本（エ）において同じ。）に、また株主割当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　調整式において「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用して計算される額を、調整後取得価額とする。なお、本（エ）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　における負担価額とは、当該普通株式以外の株式の１株当たりの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　払込金額及び当該普通株式以外の株式を取得させ又は取得される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　際に交付される普通株式１株当たりの当該株式の株主が負担すべ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　き金額（但し、株主が負担すべき金額が条件によって複数想定さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計額をい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　う。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合にはその日の翌日以降、これを適用する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（オ）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　取得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ができる新株予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当ての場合を含む。以下本（オ）において同じ。）、かかる新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該基準日。以下本（オ）において同じ。）に、また株主割当日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　がある場合はその日に、発行又は処分される新株予約権全てが当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　みなし、取得価額調整式において「１株当たりの払込金額」とし　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　てかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　なお、本（オ）における負担価額とは、普通株式１株当たりの当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　該新株予約権の払込金額及び当該新株予約権を行使し又は取得さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる際に交付される普通株式１株当たりの当該新株予約権の新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　予約権者が負担すべき金額（但し、当該金額が条件によって複数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　想定される場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額をいう。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用する。但し、本（オ）による取得価額の調整は、従業員、役員　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　等、又は外部協力者のインセンティブを目的として行う新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　権の発行又は処分であって、発行又は処分の直後の時点における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　全ての新株予約権（当該発行又は処分を行う新株予約権及び既存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の当該インセンティブを目的としない新株予約権も含む。）の目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　的となる株式の合計数が発行済株式総数の１０％以内の株式とな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る新株予約権を発行又は処分する場合には適用されないものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　上記①に掲げた事由による他、下記（ア）から（ウ）までのいずれか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に該当する場合には、当会社は、取締役会決議（取締役会設置会社で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に基づき、Ｂ種　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　優先株主及びＢ種優先登録株式質権者に対し、書面で通知することに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　より、取得価額及びＢ種優先株式の１株当たりの払込金額の双方又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いずれかの調整を適切に行うことができるものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（イ）前（ア）の他、普通株式の発行済株式の総数（但し、自己株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によっ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　て取得価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ウ）上記①（エ）及び（オ）に定める株式又は新株予約権につき、普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　通株式の交付を受ける可能性のある期間が終了した場合。但し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該株式又は新株予約権の全部について、普通株式の交付を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る事由が発生した場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で算出し、その小数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④　取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得価額との差額が１円未満の差にとどまるときは、取得価額の調整は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行わないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　Ｃ種優先株主は、いつでも、当会社に対して、その有するＣ種優先株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ種優先株主が取得の請求をしたＣ種優先株式を取得するのと引換えに、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　下記（１）に定めるところに従って算出される数の当会社の普通株式を、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当該Ｃ種優先株主に対して交付するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）取得と引換えに交付すべき普通株式の数　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　Ｃ種優先株式１株を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（以下「Ｃ種優先転換比率」という。）は、次のとおりとする。取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第１６７条　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　第３項に定める金銭の交付はしないものとする。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　但し、かかる取得請求権の行使のために提出したＣ種優先株式の払込　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　金額の総額を転換価額（以下「転換価額」又は「Ｃ種転換価額」とい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　う。）で除した数に１未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るものとし、この場合においては、会社法第１６７条第３項に定める　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　金銭の交付はしないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ種優先株主が取得の請求をした　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ種優先株式１株当たりの払込金額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　Ｃ種優先転換比率　＝　─────────────────　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転換価額　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　当初のＣ種転換価額は、１株につき金１６０，５３５円とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）転換価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　Ｃ種転換価額は、Ｃ種優先株式発行後、以下に基づき調整される。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）Ｃ種転換価額は、２０２６年３月３１日（以下「調整日」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　）の経過時に、２０２６年３月時点における直前４ヶ月間累計　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（２０２５年１２月から２０２６年３月）の当会社の売上高及び　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　新規エージェント作品数の内容に応じて、当初のＣ種転換価額か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ら下記の表１に定める調整後Ｃ種転換価額の金額に変更される。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　１．本項における「新規エージェント作品数」とは、当会社が原作　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　エージェント事業において契約を締結している企業に対して新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　しく提供する小説等の原作の作品数をいう。但し、事業計画の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　変更に伴い新規エージェント作品数の名称が変更される場合、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　変更後の名称と読み替えて転換価額の調整を行う。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　２．表１において、以下の規則に従い調整後Ｃ種転換価額（但し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　Ｃ種優先株式につき、株式分割、株式併合、又はこれに類する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　事由があったときは、その比率に応じて、Ｃ種優先株式の価値　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　が希薄化しないよう適切に調整される。）を調整する。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ⅰ．（Ａ）及び（Ｂ）が同段階の場合、又は（Ａ）の段階が（Ｂ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　の段階を下回る場合、調整後Ｃ種転換価額は（Ａ）の段階を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　参照する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ⅱ．（Ａ）の段階が（Ｂ）の段階を上回る場合、調整後Ｃ種転換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　価額は（Ｂ）の段階に１を加えた段階を参照する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　表１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　段階｜調整後Ｃ種　　｜（Ａ）新規エージェント｜（Ｂ）売上高（千円）｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　｜転換価額（円）｜　　　作品数（件）　　｜　　　　　　　　　　｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　─────────────────────────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　｜１２３，５５０｜　１５１未満　　　　　｜　４６７，３３３未満｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　｜１２７，６５９｜　１５１以上　　　　　｜　４６７，３３３以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　｜１３１，７６９｜　１５９以上　　　　　｜　４９２，３６８以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４　｜１３５，８７８｜　１６７以上　　　　　｜　５１７，４０４以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　５　｜１３９，９８８｜　１７６以上　　　　　｜　５４２，４４０以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　６　｜１４４，０９７｜　１８４以上　　　　　｜　５６７，４７５以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　７　｜１４８，２０７｜　１９２以上　　　　　｜　５９２，５１１以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　８　｜１５２，３１６｜　２００以上　　　　　｜　６１７，５４７以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　９　｜１５６，４２６｜　２０８以上　　　　　｜　６４２，５８２以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１０｜１６０，５３５｜　２１６以上　　　　　｜　６６７，６１８以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　─────────────────────────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　（ア）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　割当て前発行済普通株式数（但し、その時点での当会社が保有す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る普通株式（以下「自己株式」という。）の数を除く。）」と、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（但し、その時点での自己株式の数を除く。）」とそれぞれ読み　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　替える。また、この場合Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額も、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　転換価額と同様に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後転換価額　＝　調整前転換価額×───────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　調整後転換価額は、株式の分割の場合には株式の分割にかかる基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　準日の翌日以降、また、株式無償割当ての場合は株式無償割当て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の効力が生ずる日をもって（株式無償割当てにかかる基準日を定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　めた場合は当該基準日の翌日以降）、これを適用する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ず　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る日をもって（株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　準日の翌日以降）、次の算式により転換価額を調整する。また、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　この場合Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額も、転換価額と同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　様に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後転換価額　＝　調整前転換価額×───────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ウ）調整前転換価額を下回る１株当たりの払込金額をもって普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　社債に付されたものを含む。以下本（３）において同じ。）の行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　使又は取得による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　り普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額調整式」という。）により転換価額を調整する。調整後転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日）の翌日以降、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用する。なお、自己株式を処分する場合には、次の算式における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　「新規発行普通株式数」は「処分する自己株式の数」と、「自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　株式数」は「処分前における自己株式の数」とそれぞれ読み替え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後　調整前　　（既発行普通株式数　＋　───────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　転換　　転換　　　　－自己株式数）　　　　　調整前転換価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　価額　＝価額　×────────────────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　転換価額調整式における「既発行普通株式数」の算出上、その時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　点において発行され当会社が保有していない当会社に取得をさせ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ることにより又は当会社に取得されることにより普通株式の交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を受けることができる株式は全て普通株式に転換されたものと仮　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　定し、その時点において発行され当会社が保有していない新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　約権は全て行使され又は取得されて普通株式が発行されたものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　仮定し、それぞれ既発行普通株式数に算入されるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ただし、本（ウ）による転換価額の調整は、Ｃ種優先株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　済株式数の過半数を保有するＣ種優先株主（複数のＣ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　が保有するＣ種優先株式の数が過半数となる場合を含む。）がか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　かる調整を不要とした場合には調整は行われない。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（エ）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　より、調整前転換価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を受けることができる普通株式以外の株式を発行又は処分する場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる普通株式以外の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　以下本（エ）において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　は当該基準日。以下本（エ）において同じ。）に、また株主割当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　調整式において「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用して計算される額を、調整後転換価額とする。なお、本（エ）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　における負担価額とは、当該普通株式以外の株式の１株当たりの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　払込金額及び当該普通株式以外の株式を取得させ又は取得される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　際に交付される普通株式１株当たりの当該株式の株主が負担すべ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　き金額（但し、株主が負担すべき金額が条件によって複数想定さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計額をい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　う。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合にはその日の翌日以降、これを適用する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（オ）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　転換価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けること　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　ができる新株予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当ての場合を含む。以下本（オ）において同じ。）、かかる新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該基準日。以下本（オ）において同じ。）に、また株主割当日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　がある場合はその日に、発行又は処分される新株予約権全てが当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　みなし、転換価額調整式において「１株当たりの払込金額」とし　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　てかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　なお、本（オ）における負担価額とは、普通株式１株当たりの当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　該新株予約権の払込金額及び当該新株予約権を行使し又は取得さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる際に交付される普通株式１株当たりの当該新株予約権の新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　予約権者が負担すべき金額（但し、当該金額が条件によって複数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　想定される場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額をいう。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用する。但し、本（オ）による転換価額の調整は、従業員、役員　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　等、又は外部協力者のインセンティブを目的として行う新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　権の発行又は処分であって、発行又は処分の直後の時点における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　全ての新株予約権（当該発行又は処分を行う新株予約権及び既存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の当該インセンティブを目的としない新株予約権も含む。）の目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　的となる株式の合計数が発行済株式総数の１０％以内の株式とな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る新株予約権を発行又は処分する場合には適用されないものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　上記②に掲げた事由による他、下記（ア）から（ウ）までのいずれか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に該当する場合には、当会社は、取締役会決議（取締役会設置会社で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に基づき、Ｃ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先株主及びＣ種優先登録株式質権者に対し、書面で通知することに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　より、転換価額及びＣ種優先株式の１株当たりの払込金額の双方又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いずれかの調整を適切に行うことができるものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために転換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（イ）前（ア）の他、普通株式の発行済株式の総数（但し、自己株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によっ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　て転換価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ウ）上記②（エ）及び（オ）に定める株式又は新株予約権につき、普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　通株式の交付を受ける可能性のある期間が終了した場合。但し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該株式又は新株予約権の全部について、普通株式の交付を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る事由が発生した場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④　転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で算出し、その小数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　⑤　転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　換価額との差額が１円未満の差にとどまるときは、転換価額の調整は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行わないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅲ．普通株式の交付と引換えにする取得条項　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　当会社は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、取締役会（取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会設置会社でない場合には株主総会を意味する。以下本Ⅲにおいて同じ。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　の定める日をもって、「Ⅱ．株式を対価とする取得請求権」に定める条件　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に従って、発行済のＡ種優先株式の全部を取得し、引換えにＡ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に対し当会社の普通株式を交付することができる。なお、Ａ種優先株主に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　交付される普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合の処理につい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ては、会社法第２３４条の定めに従うものとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当会社の株式を、国内国外を問わず、金融商品取引所又はこれに類す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るものに上場申請することを当会社の取締役会で決議した場合におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、当該上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けたと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）発行済のＡ種優先株式の過半数を有するＡ種優先株主（Ａ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の合計で過半数を有する場合を含む。）が書面により同意したとき。　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　当会社は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、取締役会の定める　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日をもって、「Ⅱ．株式を対価とする取得請求権」に定める条件に従って、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　発行済のＢ種優先株式の全部を取得し、引換えにＢ種優先株主に対し当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　社の普通株式を交付することができる。なお、Ｂ種優先株主に交付される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合の処理については、会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　法第２３４条の定めに従うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当会社の株式を、国内国外を問わず、金融商品取引所又はこれに類す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るものに上場申請することを当会社の取締役会で決議した場合におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、当該上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けたと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）発行済のＢ種優先株式の過半数を有するＢ種優先株主（Ｂ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の合計で過半数を有する場合を含む。）が書面により同意したとき。　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　当会社は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、取締役会の定める　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日をもって、「Ⅱ．株式を対価とする取得請求権」に定める条件に従って、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　発行済のＣ種優先株式の全部を取得し、引換えにＣ種優先株主に対し当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　社の普通株式を交付することができる。なお、Ｃ種優先株主に交付される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合の処理については、会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　法第２３４条の定めに従うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　（１）当会社の株式を、国内国外を問わず、金融商品取引所又はこれに類す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るものに上場申請することを当会社の取締役会で決議した場合におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、当該上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けたと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）発行済のＣ種優先株式の過半数を有するＣ種優先株主（Ｃ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の合計で過半数を有する場合を含む。）が書面により同意したとき。　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅳ．種類株主総会決議の排除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社が会社法第３２２条第１項各号に掲げる行為を行う場合において、法令　┃ 
┃　　　　　　　　│　に別段の定めのある場合を除き、当会社は、法令に定める種類株主総会の決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　を要しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年１２月２５日変更　　令和　７年　１月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　普通株式　８万９０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種優先株式　５０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｂ種優先株式　６０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｃ種優先株式　４５００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅰ．残余財産の分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　当会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株式を有する株主（以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対し、Ｂ種優先株式を有する株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）、Ａ種優先株式を有する株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）及び普通株式を有する株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき１６０，┃ 
┃　　　　　　　　│　　　５３５円（但し、Ｃ種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、株式無　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　償割当て、新株予約権無償割当て又はこれらに類する事由があったときは、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当会社の取締役会決議（取締役会設置会社でない場合には、取締役の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　数の決定を意味する。）により適切に調整されるものとし、以下「Ｃ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　先株式残余財産分配額」という。）を支払う。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　前項による分配の後なお残余財産がある場合には、Ｂ種優先株主又はＢ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　優先登録株式質権者に対し、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　種優先株主、Ａ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、７５，１２４円（但し、Ｂ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て、新株予約権無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当て又はこれらに類する事由があったときは、当会社の取締役会決議（取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会設置会社でない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　より適切に調整されるものとし、以下「Ｂ種優先株式残余財産分配額」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　いう。）を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　前項による分配の後なお残余財産がある場合には、Ａ種優先株主又はＡ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　優先登録株式質権者に対し、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ｂ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　種優先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、３４，８４１円（但し、Ａ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て、新株予約権無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当て又はこれらに類する事由があったときは、当会社の取締役会決議（取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会設置会社でない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　より適切に調整されるものとし、以下「Ａ種優先株式残余財産分配額」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　いう。）を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４　前３項による分配の後、普通株主又は普通登録株式質権者に対して残余財　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　産の分配をするときは、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ｂ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権者は、残余財産の分配を受ける。この場合、Ｃ種優先株主又はＣ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　登録株式質権者はＣ種優先株式残余財産分配額に加え、当該分配が行われ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日において、Ｂ種優先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、Ａ種優先株主、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ種優先株式が「Ⅱ．株式を対価とする取得請求権」に基づき当会社に取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　得され、普通株式が交付されたと仮定した場合に交付される数の普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に対する残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受けるものとし、Ｂ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　優先株主又はＢ種優先登録株式質権者はＢ種優先株式残余財産分配額に加　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　え、当該分配が行われる日において、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権者、Ａ種優先株主、Ａ種優先登録株式質権者、普通株主及び普通登録株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式質権者と同順位にて、Ｂ種優先株式が「Ⅱ．株式を対価とする取得請求　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権」に基づき当会社に取得され、普通株式が交付されたと仮定した場合に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　交付される数の普通株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産の分配　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　を受けるものとし、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者はＡ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　株式残余財産分配額に加え、当該分配が行われる日において、Ｃ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主、Ｂ種優先登録株式質権者、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、Ａ種優先株式が「Ⅱ．株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式を対価とする取得請求権」に基づき当会社に取得され、普通株式が交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　されたと仮定した場合に交付される数の普通株式に対する残余財産分配額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　と同額の残余財産の分配を受けるものとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅱ．株式を対価とする取得請求権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対して、その有するＡ種優先株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換えに、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　下記（１）に定めるところに従って算出される数の当会社の普通株式を、　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）取得と引換えに交付すべき普通株式の数　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ア）Ａ種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　次のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ種優先株主が取得の請求をした　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得と引換えに交付　　　Ａ種優先株式の払込金額の総額　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　すべき普通株式の数　＝　───────────────　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得価額　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（イ）取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　第１６７条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）取得価額及びＡ種優先株式の１株当たりの払込金額は、当初、金３４，┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　８４１円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）取得価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ア）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　発行済普通株式数（但し、その時点での当会社が保有する普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（以下「自己株式」という。）の数を除く。）」と、「分割後発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　点での自己株式の数を除く。）」とそれぞれ読み替える。また、こ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の場合Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同様に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割前発行済普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×───────────　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後取得価額は、株式の分割の場合には株式の分割にかかる基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日の翌日以降、また、株式無償割当ての場合は株式無償割当ての効　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　力が生ずる日をもって（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　合は当該基準日の翌日以降）、これを適用する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日をもって（株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基準日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の翌日以降）、次の算式により取得価額を調整する。また、この場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　合Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同様に調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合前発行済普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ウ）調整前取得価額を下回る１株当たりの払込金額をもって普通株式を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　付されたものを含む。以下本（３）において同じ。）の行使又は取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　得による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　いう。）により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日（以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式を処分する場合には、次の算式における「新規発行普通株式数」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は「処分する自己株式の数」と、「自己株式数」は「処分前におけ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る自己株式の数」とそれぞれ読み替える。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行普通株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１株当たりの払込金額　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後　調整前　（既発行普通株式数　＋　──────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得　　取得　　　－自己株式数）　　　　　調整前取得価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　価額　＝価額　×───────────────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　取得価額調整式における「既発行普通株式数」の算出上、その時点　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　において発行され当会社が保有していない当会社に取得をさせるこ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　とにより又は当会社に取得されることにより普通株式の交付を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ることができる株式は全て普通株式に転換されたものと仮定し、そ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の時点において発行され当会社が保有していない新株予約権は全て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使され又は取得されて普通株式が発行されたものと仮定し、それ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ぞれ既発行普通株式数に算入されるものとする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ただし、本（ウ）による取得価額の調整は、Ａ種優先株式の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式数の過半数を保有するＡ種優先株主（複数のＡ種優先株主が保　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　有するＡ種優先株式の数が過半数となる場合を含む。）がかかる調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　整を不要とした場合には調整は行われない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（エ）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることによ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　り、調整前取得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　けることができる普通株式以外の株式を発行又は処分する場合（株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式無償割当ての場合を含む。）、かかる普通株式以外の株式の払込　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（エ）において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　日。以下本（エ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　れ普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額を、調整後取得価額とする。なお、本（エ）における負担価額と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は、当該普通株式以外の株式の１株当たりの払込金額及び当該普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式以外の株式を取得させ又は取得される際に交付される普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　１株当たりの当該株式の株主が負担すべき金額（但し、株主が負担　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　すべき金額が条件によって複数想定される場合には、そのうちの最　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　も低い金額とする。）の合計額をいう。調整後取得価額は、払込期　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（オ）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けることがで　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　きる新株予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割当ての　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　場合を含む。以下本（オ）において同じ。）、かかる新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　以下本（オ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の日に、発行又は処分される新株予約権全てが当初の条件で行使さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　れ又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　整式において「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　て計算される額を、調整後取得価額とする。なお、本（オ）におけ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る負担価額とは、普通株式１株当たりの当該新株予約権の払込金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　及び当該新株予約権を行使し又は取得される際に交付される普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式１株当たりの当該新株予約権の新株予約権者が負担すべき金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（但し、当該金額が条件によって複数想定される場合には、そのう　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ちの最も低い金額とする。）の合計額をいう。調整後取得価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　にはその翌日以降、これを適用する。但し、本（オ）による取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の調整は、従業員、役員等、又は外部協力者のインセンティブを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　目的として行う新株予約権の発行又は処分であって、発行又は処分　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の直後の時点における全ての新株予約権（当該発行又は処分を行う　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　新株予約権及び既存の当該インセンティブを目的としない新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　権も含む。）の目的となる株式の合計数が発行済株式総数の１０％　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　以内の株式となる新株予約権を発行又は処分する場合には適用され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　上記①に掲げた事由による他、下記（ア）から（ウ）までのいずれか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に該当する場合には、当会社は、取締役会決議（取締役会設置会社で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に基づき、Ａ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対し、書面で通知することに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　より、取得価額及びＡ種優先株式の１株当たりの払込金額の双方又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いずれかの調整を適切に行うことができるものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ア）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（イ）前（ア）の他、普通株式の発行済株式の総数（但し、自己株式の数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　得価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ウ）上記①（エ）及び（オ）に定める株式又は新株予約権につき、普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式の交付を受ける可能性のある期間が終了した場合。但し、当該　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式又は新株予約権の全部について、普通株式の交付を受ける事由　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　が発生した場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で算出し、その小数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④　取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得価額との差額が１円未満の差にとどまるときは、取得価額の調整は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行わないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　Ｂ種優先株主は、いつでも、当会社に対して、その有するＢ種優先株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｂ種優先株主が取得の請求をしたＢ種優先株式を取得するのと引換えに、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　下記（１）に定めるところに従って算出される数の当会社の普通株式を、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当該Ｂ種優先株主に対して交付するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）取得と引換えに交付すべき普通株式の数　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ア）Ｂ種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　次のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ種優先株主が取得の請求をした　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　取得と引換えに交付　　Ｂ種優先株式の払込金額の総額　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　すべき普通株式の数　＝───────────────　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得価額　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（イ）取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　第１６７条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）取得価額及びＢ種優先株式の１株当たりの払込金額は、当初、金７５，┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　１２４円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）取得価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　①　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　割当て前発行済普通株式数（但し、その時点での当会社が保有す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る普通株式（以下「自己株式」という。）の数を除く。）」と、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（但し、その時点での自己株式の数を除く。）」とそれぞれ読み　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　替える。また、この場合Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額も、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　取得価額と同様に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　調整後取得価額は、株式の分割の場合には株式の分割にかかる基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　準日の翌日以降、また、株式無償割当ての場合は株式無償割当て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の効力が生ずる日をもって（株式無償割当てにかかる基準日を定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　めた場合は当該基準日の翌日以降）、これを適用する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ず　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る日をもって（株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　準日の翌日以降）、次の算式により取得価額を調整する。また、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　この場合Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額も、取得価額と同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　様に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後取得価額　＝　調整前取得価額×────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ウ）調整前取得価額を下回る１株当たりの払込金額をもって普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　社債に付されたものを含む。以下本（３）において同じ。）の行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　使又は取得による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　り普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額調整式」という。）により取得価額を調整する。調整後取得価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日）の翌日以降、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用する。なお、自己株式を処分する場合には、次の算式における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　「新規発行普通株式数」は「処分する自己株式の数」と、「自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　株式数」は「処分前における自己株式の数」とそれぞれ読み替え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後　調整前　　（既発行普通株式数　＋　───────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　取得　　取得　　　　－自己株式数）　　　　　調整前取得価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　価額　＝価額　×─────────────────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　取得価額調整式における「既発行普通株式数」の算出上、その時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　点において発行され当会社が保有していない当会社に取得をさせ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ることにより又は当会社に取得されることにより普通株式の交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を受けることができる株式は全て普通株式に転換されたものと仮　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　定し、その時点において発行され当会社が保有していない新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　約権は全て行使され又は取得されて普通株式が発行されたものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　仮定し、それぞれ既発行普通株式数に算入されるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ただし、本（ウ）による取得価額の調整は、Ｂ種優先株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　済株式数の過半数を保有するＢ種優先株主（複数のＢ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　が保有するＢ種優先株式の数が過半数となる場合を含む。）がか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　かる調整を不要とした場合には調整は行われない。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（エ）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　より、調整前取得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を受けることができる普通株式以外の株式を発行又は処分する場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる普通株式以外の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　以下本（エ）において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　は当該基準日。以下本（エ）において同じ。）に、また株主割当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　調整式において「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用して計算される額を、調整後取得価額とする。なお、本（エ）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　における負担価額とは、当該普通株式以外の株式の１株当たりの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　払込金額及び当該普通株式以外の株式を取得させ又は取得される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　際に交付される普通株式１株当たりの当該株式の株主が負担すべ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　き金額（但し、株主が負担すべき金額が条件によって複数想定さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計額をい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　う。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合にはその日の翌日以降、これを適用する。　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　（オ）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　取得価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ができる新株予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当ての場合を含む。以下本（オ）において同じ。）、かかる新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該基準日。以下本（オ）において同じ。）に、また株主割当日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　がある場合はその日に、発行又は処分される新株予約権全てが当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　みなし、取得価額調整式において「１株当たりの払込金額」とし　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　てかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　なお、本（オ）における負担価額とは、普通株式１株当たりの当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　該新株予約権の払込金額及び当該新株予約権を行使し又は取得さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる際に交付される普通株式１株当たりの当該新株予約権の新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　予約権者が負担すべき金額（但し、当該金額が条件によって複数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　想定される場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額をいう。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用する。但し、本（オ）による取得価額の調整は、従業員、役員　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　等、又は外部協力者のインセンティブを目的として行う新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　権の発行又は処分であって、発行又は処分の直後の時点における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　全ての新株予約権（当該発行又は処分を行う新株予約権及び既存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の当該インセンティブを目的としない新株予約権も含む。）の目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　的となる株式の合計数が発行済株式総数の１０％以内の株式とな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る新株予約権を発行又は処分する場合には適用されないものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　上記①に掲げた事由による他、下記（ア）から（ウ）までのいずれか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に該当する場合には、当会社は、取締役会決議（取締役会設置会社で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に基づき、Ｂ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先株主及びＢ種優先登録株式質権者に対し、書面で通知することに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　より、取得価額及びＢ種優先株式の１株当たりの払込金額の双方又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いずれかの調整を適切に行うことができるものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（イ）前（ア）の他、普通株式の発行済株式の総数（但し、自己株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によっ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　て取得価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ウ）上記①（エ）及び（オ）に定める株式又は新株予約権につき、普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　通株式の交付を受ける可能性のある期間が終了した場合。但し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該株式又は新株予約権の全部について、普通株式の交付を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る事由が発生した場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で算出し、その小数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④　取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得価額との差額が１円未満の差にとどまるときは、取得価額の調整は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行わないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　Ｃ種優先株主は、いつでも、当会社に対して、その有するＣ種優先株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ種優先株主が取得の請求をしたＣ種優先株式を取得するのと引換えに、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　下記（１）に定めるところに従って算出される数の当会社の普通株式を、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当該Ｃ種優先株主に対して交付するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）取得と引換えに交付すべき普通株式の数　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　Ｃ種優先株式１株を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（以下「Ｃ種優先転換比率」という。）は、次のとおりとする。取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第１６７条　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　第３項に定める金銭の交付はしないものとする。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　但し、かかる取得請求権の行使のために提出したＣ種優先株式の払込　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　金額の総額を転換価額（以下「転換価額」又は「Ｃ種転換価額」とい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　う。）で除した数に１未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るものとし、この場合においては、会社法第１６７条第３項に定める　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　金銭の交付はしないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ種優先株主が取得の請求をした　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ種優先株式１株当たりの払込金額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　Ｃ種優先転換比率　＝　─────────────────　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転換価額　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　当初のＣ種転換価額は、１株につき金１６０，５３５円とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）転換価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　Ｃ種転換価額は、Ｃ種優先株式発行後、以下に基づき調整される。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）Ｃ種転換価額は、２０２６年３月３１日（以下「調整日」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　）の経過時に、２０２６年３月時点における直前４ヶ月間累計　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（２０２５年１２月から２０２６年３月）の当会社の売上高及び　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　新規エージェント作品数の内容に応じて、当初のＣ種転換価額か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ら下記の表１に定める調整後Ｃ種転換価額の金額に変更される。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　１．本項における「新規エージェント作品数」とは、当会社が原作　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　エージェント事業において契約を締結している企業に対して新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　しく提供する小説等の原作の作品数をいう。但し、事業計画の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　変更に伴い新規エージェント作品数の名称が変更される場合、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　変更後の名称と読み替えて転換価額の調整を行う。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　２．表１において、以下の規則に従い調整後Ｃ種転換価額（但し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　Ｃ種優先株式につき、株式分割、株式併合、又はこれに類する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　事由があったときは、その比率に応じて、Ｃ種優先株式の価値　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　が希薄化しないよう適切に調整される。）を調整する。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ⅰ．（Ａ）及び（Ｂ）が同段階の場合、又は（Ａ）の段階が（Ｂ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　の段階を下回る場合、調整後Ｃ種転換価額は（Ａ）の段階を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　参照する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ⅱ．（Ａ）の段階が（Ｂ）の段階を上回る場合、調整後Ｃ種転換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　価額は（Ｂ）の段階に１を加えた段階を参照する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　表１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　段階｜調整後Ｃ種　　｜（Ａ）新規エージェント｜（Ｂ）売上高（千円）｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　｜転換価額（円）｜　　　作品数（件）　　｜　　　　　　　　　　｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　─────────────────────────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　｜１２３，５５０｜　１５１未満　　　　　｜　４６７，３３３未満｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　｜１２７，６５９｜　１５１以上　　　　　｜　４６７，３３３以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　｜１３１，７６９｜　１５９以上　　　　　｜　４９２，３６８以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　４　｜１３５，８７８｜　１６７以上　　　　　｜　５１７，４０４以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　５　｜１３９，９８８｜　１７６以上　　　　　｜　５４２，４４０以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　６　｜１４４，０９７｜　１８４以上　　　　　｜　５６７，４７５以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　７　｜１４８，２０７｜　１９２以上　　　　　｜　５９２，５１１以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　８　｜１５２，３１６｜　２００以上　　　　　｜　６１７，５４７以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　９　｜１５６，４２６｜　２０８以上　　　　　｜　６４２，５８２以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１０｜１６０，５３５｜　２１６以上　　　　　｜　６６７，６１８以上｜　　┃ 
┃　　　　　　　　│　─────────────────────────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　割当て前発行済普通株式数（但し、その時点での当会社が保有す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る普通株式（以下「自己株式」という。）の数を除く。）」と、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（但し、その時点での自己株式の数を除く。）」とそれぞれ読み　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　替える。また、この場合Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額も、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　転換価額と同様に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後転換価額　＝　調整前転換価額×───────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　調整後転換価額は、株式の分割の場合には株式の分割にかかる基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　準日の翌日以降、また、株式無償割当ての場合は株式無償割当て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の効力が生ずる日をもって（株式無償割当てにかかる基準日を定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　めた場合は当該基準日の翌日以降）、これを適用する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ず　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る日をもって（株式の併合にかかる基準日を定めた場合は当該基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　準日の翌日以降）、次の算式により転換価額を調整する。また、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　この場合Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額も、転換価額と同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　様に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後転換価額　＝　調整前転換価額×───────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ウ）調整前転換価額を下回る１株当たりの払込金額をもって普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　社債に付されたものを含む。以下本（３）において同じ。）の行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　使又は取得による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　り普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額調整式」という。）により転換価額を調整する。調整後転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日）の翌日以降、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用する。なお、自己株式を処分する場合には、次の算式における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　「新規発行普通株式数」は「処分する自己株式の数」と、「自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　株式数」は「処分前における自己株式の数」とそれぞれ読み替え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後　調整前　　（既発行普通株式数　＋　───────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　転換　　転換　　　　－自己株式数）　　　　　調整前転換価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　価額　＝価額　×────────────────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　転換価額調整式における「既発行普通株式数」の算出上、その時　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　点において発行され当会社が保有していない当会社に取得をさせ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ることにより又は当会社に取得されることにより普通株式の交付　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　を受けることができる株式は全て普通株式に転換されたものと仮　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　定し、その時点において発行され当会社が保有していない新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　約権は全て行使され又は取得されて普通株式が発行されたものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　仮定し、それぞれ既発行普通株式数に算入されるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ただし、本（ウ）による転換価額の調整は、Ｃ種優先株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　済株式数の過半数を保有するＣ種優先株主（複数のＣ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　が保有するＣ種優先株式の数が過半数となる場合を含む。）がか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　かる調整を不要とした場合には調整は行われない。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（エ）当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　より、調整前転換価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を受けることができる普通株式以外の株式を発行又は処分する場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる普通株式以外の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　以下本（エ）において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　は当該基準日。以下本（エ）において同じ。）に、また株主割当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　調整式において「１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用して計算される額を、調整後転換価額とする。なお、本（エ）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　における負担価額とは、当該普通株式以外の株式の１株当たりの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　払込金額及び当該普通株式以外の株式を取得させ又は取得される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　際に交付される普通株式１株当たりの当該株式の株主が負担すべ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　き金額（但し、株主が負担すべき金額が条件によって複数想定さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計額をい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　う。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合にはその日の翌日以降、これを適用する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（オ）行使することにより又は当会社に取得されることにより、調整前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　転換価額を下回る負担価額をもって普通株式の交付を受けること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ができる新株予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当ての場合を含む。以下本（オ）において同じ。）、かかる新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該基準日。以下本（オ）において同じ。）に、また株主割当日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　がある場合はその日に、発行又は処分される新株予約権全てが当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　みなし、転換価額調整式において「１株当たりの払込金額」とし　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　てかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　なお、本（オ）における負担価額とは、普通株式１株当たりの当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　該新株予約権の払込金額及び当該新株予約権を行使し又は取得さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　れる際に交付される普通株式１株当たりの当該新株予約権の新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　予約権者が負担すべき金額（但し、当該金額が条件によって複数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　想定される場合には、そのうちの最も低い金額とする。）の合計　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　額をいう。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　用する。但し、本（オ）による転換価額の調整は、従業員、役員　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　等、又は外部協力者のインセンティブを目的として行う新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　権の発行又は処分であって、発行又は処分の直後の時点における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　全ての新株予約権（当該発行又は処分を行う新株予約権及び既存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の当該インセンティブを目的としない新株予約権も含む。）の目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　的となる株式の合計数が発行済株式総数の１０％以内の株式とな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る新株予約権を発行又は処分する場合には適用されないものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　上記②に掲げた事由による他、下記（ア）から（ウ）までのいずれか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に該当する場合には、当会社は、取締役会決議（取締役会設置会社で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合には、取締役の過半数の決定を意味する。）に基づき、Ｃ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先株主及びＣ種優先登録株式質権者に対し、書面で通知することに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　より、転換価額及びＣ種優先株式の１株当たりの払込金額の双方又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いずれかの調整を適切に行うことができるものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ア）合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために転換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（イ）前（ア）の他、普通株式の発行済株式の総数（但し、自己株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によっ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　て転換価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ウ）上記②（エ）及び（オ）に定める株式又は新株予約権につき、普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　通株式の交付を受ける可能性のある期間が終了した場合。但し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　当該株式又は新株予約権の全部について、普通株式の交付を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る事由が発生した場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④　転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で算出し、その小数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　⑤　転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　換価額との差額が１円未満の差にとどまるときは、転換価額の調整は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行わないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅲ．普通株式の交付と引換えにする取得条項　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１　当会社は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、取締役会（取締役　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　会設置会社でない場合には株主総会を意味する。以下本Ⅲにおいて同じ。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　の定める日をもって、「Ⅱ．株式を対価とする取得請求権」に定める条件　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に従って、発行済のＡ種優先株式の全部を取得し、引換えにＡ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　に対し当会社の普通株式を交付することができる。なお、Ａ種優先株主に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　交付される普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合の処理につい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ては、会社法第２３４条の定めに従うものとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当会社の株式を、国内国外を問わず、金融商品取引所又はこれに類す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るものに上場申請することを当会社の取締役会で決議した場合におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、当該上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けたと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）発行済のＡ種優先株式の過半数を有するＡ種優先株主（Ａ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の合計で過半数を有する場合を含む。）が書面により同意したとき。　┃ 
┃　　　　　　　　│　２　当会社は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、取締役会の定める　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日をもって、「Ⅱ．株式を対価とする取得請求権」に定める条件に従って、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　発行済のＢ種優先株式の全部を取得し、引換えにＢ種優先株主に対し当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　社の普通株式を交付することができる。なお、Ｂ種優先株主に交付される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合の処理については、会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　法第２３４条の定めに従うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当会社の株式を、国内国外を問わず、金融商品取引所又はこれに類す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るものに上場申請することを当会社の取締役会で決議した場合におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、当該上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けたと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）発行済のＢ種優先株式の過半数を有するＢ種優先株主（Ｂ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の合計で過半数を有する場合を含む。）が書面により同意したとき。　┃ 
┃　　　　　　　　│　３　当会社は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、取締役会の定める　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日をもって、「Ⅱ．株式を対価とする取得請求権」に定める条件に従って、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　発行済のＣ種優先株式の全部を取得し、引換えにＣ種優先株主に対し当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　社の普通株式を交付することができる。なお、Ｃ種優先株主に交付される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合の処理については、会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　法第２３４条の定めに従うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当会社の株式を、国内国外を問わず、金融商品取引所又はこれに類す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るものに上場申請することを当会社の取締役会で決議した場合におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て、当該上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けたと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）発行済のＣ種優先株式の過半数を有するＣ種優先株主（Ｃ種優先株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の合計で過半数を有する場合を含む。）が書面により同意したとき。　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ⅳ．種類株主総会決議の排除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社が会社法第３２２条第１項各号に掲げる行為を行う場合において、法令　┃ 
┃　　　　　　　　│　に別段の定めのある場合を除き、当会社は、法令に定める種類株主総会の決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　を要しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　３月３１日変更　　令和　７年　４月１４日登記┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃株式の譲渡制限に│　当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けな　┃ 
┃関する規定　　　│　ければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃役員に関する事項│　取締役　　　　　釜　形　勇　気　　　　　　　│令和　５年１２月２５日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　春　藤　祐　一　　　　　　　│令和　５年１２月２５日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　下　宮　一　真　　　　　　　│令和　５年１２月２５日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　井　　村　　覚　　　　　　　│令和　５年１２月２５日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　堤　　由　　惟　　　　　　　│令和　５年１２月２５日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　小　室　稔　樹　　　　　　　│令和　６年１２月２５日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　１月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　神奈川県海老名市扇町１番４－２０２号　　　　│令和　５年１２月２５日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　釜　形　勇　気　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　神奈川県相模原市南区　　　　　　　　　　　　│令和　７年　４月２６日住所┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　釜　形　勇　気　　　　　　　│移転　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　６月１３日登記┃ 



┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃新株予約権　　　│第１回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式２００株（本新株予約権１個につき目的となる株式の数は、当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　普通株式の１株とする）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　うち、当該時点で権利行使していない本新株予約権の目的となる株式につい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　てのみ行われ、調整の結果１株の１００分の１未満の端数が生じた場合は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　これを切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「合併等」という）を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　予約権１個あたりの目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の行使に際して払込みをすべき１株あたりの金額３４，８４１円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（以下「行使価額」という）に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併　┃ 
┃　　　　　　　　│　　合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　未満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割または株式併合の比率　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または自己株式の処分を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権付社債に付されたものを含む）の転換または行使の場合を除く）、上記　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる１円未　┃ 
┃　　　　　　　　│　　満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数　　１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行　または処分株式数×または処分価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　株式数＋───────────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　調整前　　　　　　　　　　　１株当たり時価　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額＝行使価額×―――――――――――――――――――――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ら当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　読み替えるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０２４年１２月１７日から２０３４年１２月１６日までの間　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）行使条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の割当てを受けた者（以下「本新株予約権者」という）は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役または使用人（以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「当社役員等」という）の地位を有することを要し、当社役員等の地位を失　┃ 
┃　　　　　　　　│　　った場合は行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退　┃ 
┃　　　　　　　　│　　職その他正当な理由があるものとして、当社株主総会決議によって特に行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を認めた場合はこの限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者が１個または複数の新株予約権を行使した場合に、当該行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る。かかる端数の切り捨てについて金銭の調整は行わない。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上場後３年間に本新株予約権者が、行使可能な新株予約権の数は、１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　年目は割当数の３／１０まで、２年目は割当数の６／１０まで、３年目は割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当数の９／１０までとする。この比率を乗ずることにより生じる普通株式１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　個未満の端数は切り捨てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　権の行使によって交付（株式の発行または移転もしくは譲渡を含む。以下同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　じ）される株式の払込金額（当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　発行価額または株式の譲渡価額を含む。以下「権利行使価額」という）の合　┃ 



┃　　　　　　　　│　　計額が、その年においてすでにした当社または他社の株式譲渡請求権もしく　┃ 
┃　　　　　　　　│　　は新株引受権または新株予約権の行使によって交付される株式の権利行使価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　額と合計して年間１２００万円、または行使時において租特法の適用を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ることができる権利行使価額の年間の合計額を超えないように、割当てを受　┃ 
┃　　　　　　　　│　　けた本新株予約権を行使しなければならないものとする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）相続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、当社取締役の決定により承認した場合は、この限りではない。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）質入れ・担保権の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社は、次の（１）から（４）までに基づき本新株予約権を取得すること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ができる。当社は、次の（１）から（４）までに定める取得の事由が生じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権を取得する場合、取締役の決定により別途定める日においてこれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得するものとする。また、当社は次の（１）から（４）までに定める取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得する場合は、取締役の決定により取得する新株予約権を決定するもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　なる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　換もしくは株式移転について、法令上または当社の定款上必要な当社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主総会の承認決議（株主総会決議に代えて総株主の同意が必要である　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には総株主の同意）が行われたときは、当社は本新株予約権を無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）本新株予約権者が当社役員等の地位を喪失した場合、当社は本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）当社が東京証券取引所その他これに類する国内または国外の証券取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　所に上場を申請した場合において、本新株予約権者が、証券取引所の規　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　則（継続保有義務等）に違反した場合、当社は本新株予約権を無償で取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ）であることま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　たは資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行っていることが判明した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第２回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式２００株（本新株予約権１個につき目的となる株式の数は、当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　普通株式の１株とする）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　うち、当該時点で権利行使していない本新株予約権の目的となる株式につい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　てのみ行われ、調整の結果１株の１００分の１未満の端数が生じた場合は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　これを切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「合併等」という）を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　予約権１個あたりの目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の行使に際して払込みをすべき１株あたりの金額３４，８４１円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（以下「行使価額」という）に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併　┃ 
┃　　　　　　　　│　　合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　未満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×──────────────　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割または株式併合の比率　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または自己株式の処分を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権付社債に付されたものを含む）の転換または行使の場合を除く）、上記　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる１円未　┃ 
┃　　　　　　　　│　　満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数　　１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行　または処分株式数×または処分価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　株式数＋───────────────────　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　調整後　　調整前　　　　　　　　　　　１株当たり時価　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額＝行使価額×―――――――――――――――――――――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ら当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　読み替えるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０２５年７月１１日から２０３５年７月１０日までの間　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）行使条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の割当てを受けた者（以下「本新株予約権者」という）は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役または使用人（以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「当社役員等」という）の地位を有することを要し、当社役員等の地位を失　┃ 
┃　　　　　　　　│　　った場合は行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退　┃ 
┃　　　　　　　　│　　職その他正当な理由があるものとして、当社株主総会決議によって特に行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を認めた場合はこの限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　本新株予約権者が１個または複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、１株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　かかる端数の切り捨てについて金銭の調整は行わない。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上場後３年間に本新株予約権者が、行使可能な新株予約権の数は、１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　年目は割当数の３／１０まで、２年目は割当数の６／１０まで、３年目は割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当数の９／１０までとする。この比率を乗ずることにより生じる普通株式１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　個未満の端数は切り捨てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　権の行使によって交付（株式の発行または移転もしくは譲渡を含む。以下同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　じ）される株式の払込金額（当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　発行価額または株式の譲渡価額を含む。以下「権利行使価額」という）の合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　計額が、その年においてすでにした当社または他社の株式譲渡請求権もしく　┃ 
┃　　　　　　　　│　　は新株引受権または新株予約権の行使によって交付される株式の権利行使価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　額と合計して年間１２００万円、または行使時において租特法の適用を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ることができる権利行使価額の年間の合計額を超えないように、割当てを受　┃ 
┃　　　　　　　　│　　けた本新株予約権を行使しなければならないものとする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）相続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、当社取締役の決定により承認した場合は、この限りではない。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）質入れ・担保権の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社は、次の（１）から（４）までに基づき本新株予約権を取得すること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ができる。当社は、次の（１）から（４）までに定める取得の事由が生じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権を取得する場合、取締役の決定により別途定める日においてこれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得するものとする。また、当社は次の（１）から（４）までに定める取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得する場合は、取締役の決定により取得する新株予約権を決定するもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　なる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　換もしくは株式移転について、法令上または当社の定款上必要な当社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主総会の承認決議（株主総会決議に代えて総株主の同意が必要である　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には総株主の同意）が行われたときは、当社は本新株予約権を無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）本新株予約権者が当社役員等の地位を喪失した場合、当社は本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）当社が東京証券取引所その他これに類する国内または国外の証券取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　所に上場を申請した場合において、本新株予約権者が、証券取引所の規　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　則（継続保有義務等）に違反した場合、当社は本新株予約権を無償で取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ）であることま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　たは資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行っていることが判明した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第３回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　５０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式５０株（本新株予約権１個につき目的となる株式の数は、当社普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　通株式の１株とする）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　うち、当該時点で権利行使していない本新株予約権の目的となる株式につい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　てのみ行われ、調整の結果１株の１００分の１未満の端数が生じた場合は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　これを切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「合併等」という）を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　予約権１個あたりの目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の行使に際して払込みをすべき１株あたりの金額３４，８４１円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（以下「行使価額」という）に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併　┃ 
┃　　　　　　　　│　　合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　未満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割または株式併合の比率　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または自己株式の処分を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権付社債に付されたものを含む）の転換または行使の場合を除く）、上記　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる１円未　┃ 
┃　　　　　　　　│　　満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数　　１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行　または処分株式数×または処分価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　株式数＋───────────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　調整前　　　　　　　　　　　１株当たり時価　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額＝行使価額×―――――――――――――――――――――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ら当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　読み替えるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０２５年７月１１日から２０３５年７月１０日までの間　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）行使条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の割当てを受けた者（以下「本新株予約権者」という）は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役または使用人（以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「当社役員等」という）の地位を有することを要し、当社役員等の地位を失　┃ 
┃　　　　　　　　│　　った場合は行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退　┃ 
┃　　　　　　　　│　　職その他正当な理由があるものとして、当社株主総会決議によって特に行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を認めた場合はこの限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者が１個または複数の新株予約権を行使した場合に、当該行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る。かかる端数の切り捨てについて金銭の調整は行わない。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、上場後３年間に本新株予約権者が、行使可能な新株予約権の数は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１年目は割当数の３／１０まで、２年目は割当数の６／１０まで、３年目は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　割当数の９／１０までとする。この比率を乗ずることにより生じる普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１個未満の端数は切り捨てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　権の行使によって交付（株式の発行または移転もしくは譲渡を含む。以下同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　じ）される株式の払込金額（当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　発行価額または株式の譲渡価額を含む。以下「権利行使価額」という）の合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　計額が、その年においてすでにした当社または他社の株式譲渡請求権もしく　┃ 
┃　　　　　　　　│　　は新株引受権または新株予約権の行使によって交付される株式の権利行使価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　額と合計して年間１２００万円、または行使時において租特法の適用を受け　┃ 



┃　　　　　　　　│　　ることができる権利行使価額の年間の合計額を超えないように、割当てを受　┃ 
┃　　　　　　　　│　　けた本新株予約権を行使しなければならないものとする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）相続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ただし、当社取締役の決定により承認した場合は、この限りではない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）質入れ・担保権の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社は、次の（１）から（４）までに基づき本新株予約権を取得すること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ができる。当社は、次の（１）から（４）までに定める取得の事由が生じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権を取得する場合、取締役の決定により別途定める日においてこれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得するものとする。また、当社は次の（１）から（４）までに定める取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得する場合は、取締役の決定により取得する新株予約権を決定するもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　なる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　換もしくは株式移転について、法令上または当社の定款上必要な当社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主総会の承認決議（株主総会決議に代えて総株主の同意が必要である　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には総株主の同意）が行われたときは、当社は本新株予約権を無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）本新株予約権者が当社役員等の地位を喪失した場合、当社は本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）当社が東京証券取引所その他これに類する国内または国外の証券取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　所に上場を申請した場合において、本新株予約権者が、証券取引所の規　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　則（継続保有義務等）に違反した場合、当社は本新株予約権を無償で取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ）であることま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　たは資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行っていることが判明した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第４回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２５０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式２５０株（本新株予約権１個につき目的となる株式の数は、当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　普通株式の１株とする）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　うち、当該時点で権利行使していない本新株予約権の目的となる株式につい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　てのみ行われ、調整の結果１株の１００分の１未満の端数が生じた場合は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　これを切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「合併等」という）を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　予約権１個あたりの目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株予約権の行使に際して払込みをすべき１株あたりの金額７５，１２４円　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（以下「行使価額」という）に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併　┃ 
┃　　　　　　　　│　　合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　未満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または自己株式の処分を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権付社債に付されたものを含む）の転換または行使の場合を除く）、上記　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる１円未　┃ 
┃　　　　　　　　│　　満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数　　１株当たりの払込金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　既発行　または処分株式数×または処分価額　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　株式数＋───────────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後　　調整前　　　　　　　　　　１株当たり時価　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行使価額＝行使価額×――――――――――――――――――――――　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ら当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　読み替えるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０２６年３月２２日から２０３６年３月２１日までの間　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）行使条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①本新株予約権の割当てを受けた者（以下「本新株予約権者」という）は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役または使用人　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（以下「当社役員等」という）の地位を有することを要し、当社役員等の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　地位を失った場合は行使できないものとする。ただし、任期満了による　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　退任、定年退職その他正当な理由があるものとして、当社株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　によって特に行使を認めた場合はこの限りでない。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③本新株予約権者が１個または複数の新株予約権を行使した場合に、当該　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければなら　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　いものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭の調整は行わない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④本新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内また　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　また、上場後３年間に本新株予約権者が、行使可能な新株予約権の数は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　１年目は割当数の３／１０まで、２年目は割当数の６／１０まで、３年　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　目は割当数の９／１０までとする。この比率を乗ずることにより生じる　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　普通株式１個未満の端数は切り捨てる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　⑤本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権の行使によって交付（株式の発行または移転もしくは譲渡を含む。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以下同じ）される株式の払込金額（当該行使に際し払い込むべき額をい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　い、新株の発行価額または株式の譲渡価額を含む。以下「権利行使価額」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　という）の合計額が、その年においてすでにした当社または他社の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　譲渡請求権もしくは新株引受権または新株予約権の行使によって交付さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　れる株式の権利行使価額と合計して年間１２００万円、または行使時に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　おいて租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の合計額を超えないように、割当てを受けた本新株予約権を行使しなけ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ればならないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）相続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ただし、当社取締役の決定により承認した場合は、この限りではない。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）質入れ・担保権の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社は、次の（１）から（４）までに基づき本新株予約権を取得すること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ができる。当社は、次の（１）から（４）までに定める取得の事由が生じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権を取得する場合、取締役の決定により別途定める日においてこれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得するものとする。また、当社は次の（１）から（４）までに定める取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得する場合は、取締役の決定により取得する新株予約権を決定するもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　なる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　換もしくは株式移転について、法令上または当社の定款上必要な当社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主総会の承認決議（株主総会決議に代えて総株主の同意が必要である　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には総株主の同意）が行われたときは、当社は本新株予約権を無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）本新株予約権者が当社役員等の地位を喪失した場合、当社は本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）当社が東京証券取引所その他これに類する国内または国外の証券取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　所に上場を申請した場合において、本新株予約権者が、証券取引所の規　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　則（継続保有義務等）に違反した場合、当社は本新株予約権を無償で取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　①本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　②本新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ）であるこ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とまたは資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　関与を行っていることが判明した場合　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　３月２２日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　４月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第５回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４５８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式４５８株（本新株予約権１個につき目的となる株式の数は、当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　普通株式の１株とする）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　うち、当該時点で権利行使していない本新株予約権の目的となる株式につい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　てのみ行われ、調整の結果１株の１００分の１未満の端数が生じた場合は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　これを切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、当社が併合、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「合併等」という）を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　予約権１個あたりの目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の行使に際して払込みをすべき１株あたりの金額７５，１２４円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（以下「行使価額」という）に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併　┃ 
┃　　　　　　　　│　　合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　未満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×──────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または自己株式の処分を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権付社債に付されたものを含む）の転換または行使の場合を除く）、上記　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる１円未　┃ 
┃　　　　　　　　│　　満の端数は切り上げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数　　１株当たりの払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行　または処分株式数×または処分価額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　株式数＋────────────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　調整前　　　　　　　　　　　　　１株当たり時価　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額＝行使価額×────────────────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　新規発行株式数または処分株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ら当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　読み替えるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　２０２６年１０月３１日から２０３４年１０月３０日までの間　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、権利行使の最終日が銀行の営業日でない場合には、その前銀行営業　┃ 
┃　　　　　　　　│　　日を権利行使の最終日とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）行使条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①本新株予約権の割当てを受けた者（以下「本新株予約権者」という）は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、使用人または　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の間で委任、請負等の継続的な契約関係上の地位（以下「当社役員等」　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　という）を有することを要し、当社役員等の地位を失った場合は行使で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　きないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　な理由があるものとして、当社株主総会決議によって特に行使を認めた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合はこの限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③本新株予約権者が１個または複数の新株予約権を行使した場合に、当該　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければなら　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　いものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭の調整は行わない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④本新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内また　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　とする。また、上場後３年間に本新株予約権者が、行使可能な新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　権の数は、１年目は割当数の３／１０まで、２年目は割当数の６／１０　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　まで、３年目は割当数の９／１０までとする。この比率を乗ずることに　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　より生じる普通株式１個未満の端数は切り捨てる。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　⑤本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権の行使によって交付（株式の発行または移転もしくは譲渡を含む。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　以下同じ）される株式の払込金額（当該行使に際し払い込むべき額をい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　い、新株の発行価額または株式の譲渡価額を含む。以下「権利行使価額」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　という）の合計額が、その年においてすでにした当社または他社の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　譲渡請求権もしくは新株引受権または新株予約権の行使によって交付さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　れる株式の権利行使価額と合計して年間３６００万円、または行使時に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　おいて租税特別措置法の適用を受けることができる権利行使価額の年間　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の合計額を超えないように、割当てを受けた本新株予約権を行使しなけ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ればならないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）相続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ただし、当社取締役の決定により承認した場合は、この限りではない。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）質入れ・担保権の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社は、次の（１）から（４）までに基づき本新株予約権を取得すること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ができる。当社は、次の（１）から（４）までに定める取得の事由が生じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権を取得する場合、取締役の決定により別途定める日においてこれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得するものとする。また、当社は次の（１）から（４）までに定める取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を取得する場合は、取締役の決定により取得する新株予約権を決定するもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　なる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　換もしくは株式移転について、法令上または当社の定款上必要な当社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株主総会の承認決議（株主総会決議に代えて総株主の同意が必要である　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合には総株主の同意）が行われたときは、当社は本新株予約権を無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）本新株予約権者が当社役員等の地位を喪失した場合、当社は本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）当社が東京証券取引所その他これに類する国内または国外の証券取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　所に上場を申請した場合において、本新株予約権者が、証券取引所の規　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　則（継続保有義務等）に違反した場合、当社は本新株予約権を無償で取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　①本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　②本新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ）であるこ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とまたは資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流もしくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　関与を行っていることが判明した場合　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１０月３１日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１１月１４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第６回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４９８個（各新株予約権１個当たりの目的たる株式数１株。なお、「新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める株式の数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行った場合は、それに従う。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　Ｃ種優先株式　４９８株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なお、会社が株式分割（Ｃ種優先株式の無償割当てを含む。以下同じ）又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的たる株式の数を調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整の結果、各新株予約権１個当たり１株未満の端数が生じた場合にはこれを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後株式数＝調整前株式数　×　分割（又は併合）の比率　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（本新株予約権の目的たる株式数の調整）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権１個当たりの目的たる株式の数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を、次の算出方法により調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なお、株式分割又は株式併合の場合の株式数の調整は、上記及び「新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　権の数」による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整前の各新株予約権１個　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後の各新株予約権１個　調整前行使価額×当たりの目的たる株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当たりの目的たる株式数　＝――――――――――――――――――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後行使価額　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、１株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　第１　行使価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１　当初１株につき、金１６０，５３５円（以下「行使価額」という。）　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　２　本新株予約権の行使価額の総額は金７９，９４６，４３０円とする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　第２　行使価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１　第３の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は、行使価額を次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　をもって調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　既発行　　　調整前　　　　新発行　　　１株当たり　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　　　　株式数　×　行使価額　＋　株式数　×　払込金額　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額　＝　――――――――――――――――――――――――――　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新発行株式数　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　２　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　小数第１位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　３　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　その日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　日の前日における会社の発行済株式数（自己株式数を除く。）とする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　４　行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当該自己株式数を含むものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　５　行使価額調整式で使用する１株当たりの払込金額は、新株予約権の場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額との合計額の１株当たりの額とする。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　第３　行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用の日　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　一　行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　Ｃ種優先株式を発行し又は移転する場合　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　合はその日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　二　株式の分割によりＣ種優先株式を発行する場合　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　イ　調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　分をもって株式分割によりＣ種優先株式を発行する旨会社法所定の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ロ　上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　Ｃ種優先株式を発行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　（調整前行使価額　　　　調整前行使価額により当該　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　－調整後行使価額）　×　期間内に発行された株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式数　＝　――――――――――――――――――――――――――　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後行使価額　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　この場合に１株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　三　行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもってＣ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先株式の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　下この号において同じ。）を発行する場合。但し、取得価額の調整は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　従業員、役員等、又は外部協力者のインセンティブを目的として行う　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権の発行又は処分であって、発行又は処分の直後の時点にお　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ける全ての新株予約権（当該発行又は処分を行う新株予約権及び既存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の当該インセンティブを目的としない新株予約権も含む。）の目的と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なる株式の合計数が発行済株式総数の１０％以内の株式となる新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　約権を発行又は処分する場合には適用されないものとする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日があ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　第４　その他の行使価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　第３の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　日、その他必要な事項を届け出なければならない。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　一　合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　二　前号のほか会社の発行済株式数（自己株式数を除く。）の変更又は変　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　三　第３の第三号に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。た　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　だし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　令和７年３月３１日から令和１４年３月３１日まで　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（行使請求期間の最終日が会社の休日に当たる場合は、その前営業日が最終　┃ 
┃　　　　　　　　│　　日となる。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１　会社が、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１６項に　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　定める金融商品取引所に対しその株式を上場申請するために、申請基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　決算日を取締役会の決議により決定した場合には、取締役会の決議日を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　もって、本新株予約権の全部を取得し、引換えに本新株予約権者に対し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　会社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付する。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２　取得により発行すべき普通株式を目的とする他の新株予約権　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　本新株予約権１個の取得と引換えに交付すべき普通株式を目的とする他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の新株予約権は１個とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３　本新株予約権を取得するのと引換えに交付する他の新株予約権の内容は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　下記（１）ないし（５）のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（１）新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　４９８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（各他の新株予約権１個当たりの目的たる株式数１株。なお、下記　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（２）に定める株式の数の調整を行った場合は、それに従う。）　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（２）新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　普通株式　４９８株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、会社が株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　又は株式併合を行う場合、次の算式により他の新株予約権の目的た　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、他の新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的た　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各他の新株予約権１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　個当たり１株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後株式数＝調整前株式数　×　分割（又は併合）の比率　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（他の新株予約権の目的たる株式数の調整）　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使価額の調整を行う場合は、各他の新株予約権１個当たりの目的　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　たる株式の数を、次の算出方法により調整する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、株式分割又は株式併合の場合の株式数の調整は、上記及び前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　記（１）による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整前の各他の新株　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予約権１個当たりの　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後の各他の新株予約権　　調整前行使価額×目的たる株式数　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１個当たりの目的たる株式数＝――――――――――――――――――　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後行使価額　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ただし、１株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（３）募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　いとする旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　無償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　①行使価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（ⅰ）当初１株につき、金１６０，５３５円（以下「行使価額」とい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　う。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（ⅱ）他の新株予約権の行使価額の総額は金７９，９４６，４３０円　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　②行使価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（ⅰ）下記③の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　じる場合は、行使価額を次に定める算式（以下「行使価額調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　式」という。）をもって調整する。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　既発行　　　調整前　　　　新発行　　　１株当たり　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後　　　　株式数　×　行使価額　＋　株式数　×　払込金額　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　行使価額　＝　――――――――――――――――――――――――　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新発行株式数　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（ⅱ）行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　出し、小数第１位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（ⅲ）行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　額を適用する日の前日における会社の発行済株式数（自己株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　数を除く。）とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（ⅳ）行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　する場合の当該自己株式数を含むものとする。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（ⅴ）行使価額調整式で使用する１株当たりの払込金額は、新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　しての払込金額との合計額の１株当たりの額とする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　③行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用の日　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　価額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　一　行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　もって普通株式を発行し又は移転する場合　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　ある場合はその日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　一の二　行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る潜在株式等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等（取得請求　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　権利を意味する。以下同じ。）を発行し、又は移転する場合。　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　なお、「潜在株式等取得価額」とは、普通株式１株を取得する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　ために当該潜在株式等の取得及び取得原因（潜在株式等に基づ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　き会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　請求又は一定の事由を意味する。）の発生を通じて負担すべき　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　金額を意味するものとし、以下同様とする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　ある場合はその日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　なお、本号に該当する場合における行使価額調整式の適用にあ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　たって、「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　等の目的たる普通株式の数を、「１株当たり払込金額」とは、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　二　株式の分割により普通株式を発行する場合　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　イ　調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件として　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　その部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　ための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ロ　上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　方法により、会社の普通株式を発行する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　（調整前行使価額　　　　調整前行使価額により当該　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　－調整後行使価額）　×　期間内に発行された株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式数　＝　――――――――――――――――――――――――――　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後行使価額　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　この場合に１株未満の端数を生じたときは、その端数に前記　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　三　行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもっ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　て普通株式の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　含む。以下この号において同じ。）を発行する場合。但し、取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　得価額の調整は、従業員、役員等、又は外部協力者のインセン　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　ティブを目的として行う新株予約権の発行又は処分であって、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　発行又は処分の直後の時点における全ての新株予約権（当該発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　行又は処分を行う新株予約権及び既存の当該インセンティブを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　目的としない新株予約権も含む。）の目的となる株式の合計数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　が発行済株式総数の１０％以内の株式となる新株予約権を発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　又は処分する場合には適用されないものとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　④その他の行使価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　前記③の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　価額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに他　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　一　合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　二　前号のほか会社の発行済株式数（自己株式数を除く。）の変更　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　三　前記③の第三号に定める新株予約権の行使請求期間が終了した　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　とき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（５）新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　令和７年３月３１日から令和１４年３月３１日まで（行使請求期間　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の最終日が会社の休日に当たる場合は、その前営業日が最終日とな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　３月３１日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　４月１４日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃登記記録に関する│　令和５年１２月２５日神奈川県相模原市中央区田名１２２２番地１５から本店　┃ 
┃事項　　　　　　│　移転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　６年　１月１６日登記┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。


